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【
公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し
】

●

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
三
号
）

一

本
人
確
認
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

知
事
以
外
の
執
行
機
関
に
本
人
確
認
情
報
を
提
供
す
る
事
務
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
四
号
）

一

個
人
番
号
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

特
定
個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
及
び
当
該
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
利
用
す
る

特
定
個
人
情
報
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
を
定
め
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
五
号
）

一

徳
島
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し

た
。

二

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
公
舎
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
六
号
）

一

公
舎
の
貸
付
料
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
七
号
）

一

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
控
除
対
象
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
（
規
則
第
八
号
）

一

徳
島
県
控
除
対
象
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う

所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
九
号
）

一

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改

正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
希
少
野
生
生
物
の
保
護
及
び
継
承
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規

則
第
十
号
）

一

ガ
ス
事
業
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
十
一
号
）

一

医
療
法
施
行
令
及
び
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。



二

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
十

二
号
）

一

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を

行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
十
三
号

）一

児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
の
返
還
の
債
務
の
免
除
に
係
る
業
務
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ

と
と
し
た
。

三

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
一
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十

九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
十
四
号
）

一

ガ
ス
事
業
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
林
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
十
五
号
）

一

認
定
事
業
者
が
認
定
事
業
計
画
に
従
っ
て
木
材
生
産
流
通
改
善
施
設
を
整
備
す
る
の
に
必
要
な
貸

付
金
の
償
還
期
間
及
び
据
置
期
間
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
豊
か
な
森
林
を
守
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
十
六
号
）

一

分
収
林
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
十
七

号
）

一

施
設
又
は
機
械
器
具
の
利
用
の
許
可
の
申
請
及
び
試
験
、
分
析
又
は
成
績
書
の
再
交
付
の
依
頼
に

つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

二

機
械
器
具
の
利
用
に
係
る
使
用
料
並
び
に
試
験
及
び
分
析
の
依
頼
に
係
る
手
数
料
の
額
を
改
め
る

こ
と
と
し
た
。

三

施
設
又
は
機
械
器
具
の
利
用
に
係
る
使
用
料
及
び
試
験
、
分
析
又
は
成
績
書
の
再
交
付
の
依
頼
に

係
る
手
数
料
の
納
付
時
期
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

四

施
設
及
び
機
械
器
具
に
係
る
利
用
許
可
申
請
書
等
の
様
式
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

五

そ
の
他
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

六

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
営
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
十
八
号
）

一

知
事
が
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の

規
定
に
基
づ
く
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
け
る
添
付
書
類
の
省
略

に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。



●

徳
島
県
治
水
及
び
利
水
等
流
域
に
お
け
る
水
管
理
条
例
施
行
規
則
（
規
則
第
十
九
号
）

一

流
域
水
管
理
計
画
を
定
め
る
流
域
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

土
地
の
形
質
を
変
更
す
る
行
為
で
あ
っ
て
、
当
該
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
雨
水
貯
留
浸
透
施

設
等
の
設
置
等
に
努
め
る
も
の
と
さ
れ
る
行
為
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

三

河
川
等
出
水
警
戒
区
域
に
お
け
る
建
築
物
の
建
築
の
認
定
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
と

し
た
。

四

利
水
サ
ポ
ー
ト
団
体
の
認
定
の
申
請
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

五

事
前
渇
水
行
動
計
画
の
対
象
と
す
る
ダ
ム
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

六

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

七

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
二
十
号
）

一

徳
島
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
奨
学
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
二
十
一
号
）

一

公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
高
等
学
校
等
に
係
る
奨
学
金
の
額
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。



徳
島
県
規
則
第
三
号

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
（
平
成
二
十
七
年
徳
島
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
三
条
に
次
の
七
項
を
加
え
る
。

条
例
別
表
第
一
の
十
二
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

12
一

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う

保
護
の
実
施

二

生
活
保
護
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
保
護
の
開
始
若
し
く
は
同
条
第
九
項
の

規
定
に
準
じ
て
行
う
保
護
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

三

生
活
保
護
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
職
権
に
よ
る
保
護
の
開
始
又
は
同
条
第

二
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
職
権
に
よ
る
保
護
の
変
更

四

生
活
保
護
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
保
護
の
停
止
又
は
廃
止

五

生
活
保
護
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
資
料
の
提
供
等
の
求
め

六

生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
就
労
自
立
給
付
金
の
支
給
の
申
請

の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

七

生
活
保
護
法
第
六
十
三
条
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
保
護
に
要
す
る
費
用
の
返
還

八

生
活
保
護
法
第
七
十
七
条
第
一
項
又
は
第
七
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
準
じ
て

行
う
徴
収
金
の
徴
収
（
同
法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
徴
収
金

の
徴
収
を
含
む
。
）

条
例
別
表
第
一
の
十
三
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
肝
炎
治
療
受
給
者
証
の
交
付
、
書
換
交
付

13
若
し
く
は
有
効
期
間
延
長
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請

に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

条
例
別
表
第
一
の
十
四
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
徳
島
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例

14
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
掛
金
の
額
の
減
額
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

条
例
別
表
第
一
の
十
五
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
私
立
の
中
学
校
、
高
等
学
校
又
は
専
修
学

15
校
の
高
等
課
程
の
設
置
者
が
行
う
生
徒
の
授
業
料
を
軽
減
す
る
事
業
に
係
る
補
助
金
の
交
付
の
申
請
の

受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

条
例
別
表
第
一
の
十
六
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

16
一

高
等
学
校
等
（
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
八

号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
退
学
し
、
再
び
私
立
の
高
等
学

校
等
に
入
学
し
た
者
に
対
す
る
同
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
就
学
支
援
金
に
相
当
す
る
支
援
金

（
以
下
「
私
立
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
」
と
い
う
。
）
の
受
給
資
格
の
認
定
の
申
請
の
受
理

、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

私
立
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
を
受
給
す
る
者
の
保
護
者
等
（
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の



支
給
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
保
護
者
等
を
い
う
。
第
四
条
第
五
項
第
二

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
収
入
の
状
況
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答

条
例
別
表
第
一
の
十
七
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
私
立
の
高
等
学
校
等
に
お
け
る
奨
学
の
た

17
め
の
給
付
金
の
支
給
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対

す
る
応
答
と
す
る
。

条
例
別
表
第
一
の
十
八
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
不
妊
治
療
の
う
ち
体
外
受
精
又
は
顕
微
授

18
精
に
要
す
る
費
用
の
助
成
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請

に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

第
四
条
第
五
項
中
「
五
の
項
」
を
「
九
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中

「
四
の
項
」
を
「
八
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
三
の
項
」
を
「
七

の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

３

条
例
別
表
第
二
の
三
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
県
立
の
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
の
た
め
必

要
な
経
費
の
算
定
に
必
要
な
資
料
の
受
理
、
そ
の
資
料
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
資
料

の
提
出
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

４

条
例
別
表
第
二
の
四
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

徳
島
県
奨
学
金
貸
与
条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
奨
学
金
の
貸
与
の
申
請
の
受
理
、
そ
の

申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

徳
島
県
奨
学
金
貸
与
条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
奨
学
金
の
返
還
の
猶
予
の
申
請
の
受
理
、
そ
の

申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

５

条
例
別
表
第
二
の
五
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

高
等
学
校
等
を
退
学
し
、
再
び
公
立
の
高
等
学
校
等
に
入
学
し
た
者
に
対
す
る
高
等
学
校
等
就
学

支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
就
学
支
援
金
に
相
当
す
る
支
援
金
（
以

下
「
公
立
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
」
と
い
う
。
）
の
受
給
資
格
の
認
定
の
申
請
の
受
理
、
そ

の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

公
立
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
を
受
給
す
る
者
の
保
護
者
等
の
収
入
の
状
況
の
届
出
の
受
理

、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答

６

条
例
別
表
第
二
の
六
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
国
立
又
は
公
立
の
高
等
学
校
等
（
特
別
支
援

学
校
の
高
等
部
を
除
く
。
）
に
お
け
る
奨
学
の
た
め
の
給
付
金
の
支
給
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に

係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
四
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平

成
二
十
八
年
徳
島
県
規
則
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
及
び
」
を
「
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に

内
閣
府

関
す
る
法
律
別
表
第
一
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
命
令
（
平
成
二
十
六
年

令
第
五
号

総
務
省

）
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
第
二
の

内
閣
府

主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
及
び
情
報
を
定
め
る
命
令
（
平
成
二
十
六
年

令
第
七
号
）
及
び
」
に
改

総
務
省

め
る
。

第
二
条
の
次
に
次
の
十
三
条
を
加
え
る
。

（
個
人
番
号
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
）

第
三
条

条
例
別
表
第
一
の
一
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う

保
護
の
実
施
に
関
す
る
事
務

二

生
活
保
護
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
保
護
の
開
始
若
し
く
は
同
条
第
九
項
の

規
定
に
準
じ
て
行
う
保
護
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

三

生
活
保
護
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
職
権
に
よ
る
保
護
の
開
始
又
は
同
条
第

二
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
職
権
に
よ
る
保
護
の
変
更
に
関
す
る
事
務

四

生
活
保
護
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
保
護
の
停
止
又
は
廃
止
に
関
す
る
事
務

五

生
活
保
護
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
資
料
の
提
供
等
の
求
め
に
関
す
る
事
務

六

生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
就
労
自
立
給
付
金
の
支
給
の
申
請

の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

七

生
活
保
護
法
第
六
十
三
条
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
保
護
に
要
す
る
費
用
の
返
還
に
関
す
る
事
務

八

生
活
保
護
法
第
七
十
七
条
第
一
項
又
は
第
七
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
準
じ
て

行
う
徴
収
金
の
徴
収
（
同
法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
徴
収
金

の
徴
収
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
務

第
四
条

条
例
別
表
第
一
の
二
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
肝
炎
治
療
受
給
者
証
の
交
付
、
書
換
交

付
若
し
く
は
有
効
期
間
延
長
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申

請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

第
五
条

条
例
別
表
第
一
の
三
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
徳
島
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条

例
（
昭
和
四
十
五
年
徳
島
県
条
例
第
十
五
号
）
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
掛
金
の
額
の
減
額

の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る



事
務
と
す
る
。

第
六
条

条
例
別
表
第
一
の
四
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
私
立
の
中
学
校
、
高
等
学
校
又
は
専
修

学
校
の
高
等
課
程
の
設
置
者
が
行
う
生
徒
の
授
業
料
を
軽
減
す
る
事
業
に
係
る
補
助
金
の
交
付
の
申
請

の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と

す
る
。

第
七
条

条
例
別
表
第
一
の
五
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

高
等
学
校
等
（
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
八

号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
退
学
し
、
再
び
私
立
の
高
等
学

校
等
に
入
学
し
た
者
に
対
す
る
同
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
就
学
支
援
金
に
相
当
す
る
支
援
金

（
以
下
「
私
立
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
」
と
い
う
。
）
の
受
給
資
格
の
認
定
の
申
請
の
受
理

、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

私
立
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
を
受
給
す
る
者
の
保
護
者
等
（
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の

支
給
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
保
護
者
等
を
い
う
。
第
十
二
条
第
二
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
収
入
の
状
況
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
八
条

条
例
別
表
第
一
の
六
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
私
立
の
高
等
学
校
等
に
お
け
る
奨
学
の

た
め
の
給
付
金
の
支
給
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に

対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

第
九
条

条
例
別
表
第
一
の
七
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
不
妊
治
療
の
う
ち
体
外
受
精
又
は
顕
微

授
精
に
要
す
る
費
用
の
助
成
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申

請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

第
十
条

条
例
別
表
第
一
の
八
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
県
立
の
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
の
た

め
必
要
な
経
費
の
算
定
に
必
要
な
資
料
の
受
理
、
そ
の
資
料
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の

資
料
の
提
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

第
十
一
条

条
例
別
表
第
一
の
九
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

徳
島
県
奨
学
金
貸
与
条
例
（
平
成
十
四
年
徳
島
県
条
例
第
三
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
奨
学
金
の
貸
与
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に

対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

徳
島
県
奨
学
金
貸
与
条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
奨
学
金
の
返
還
の
猶
予
の
申
請
の
受
理
、
そ
の

申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
十
二
条

条
例
別
表
第
一
の
十
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

高
等
学
校
等
を
退
学
し
、
再
び
公
立
の
高
等
学
校
等
に
入
学
し
た
者
に
対
す
る
高
等
学
校
等
就
学

支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
就
学
支
援
金
に
相
当
す
る
支
援
金
（
以

下
「
公
立
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
」
と
い
う
。
）
の
受
給
資
格
の
認
定
の
申
請
の
受
理
、
そ

の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

公
立
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
を
受
給
す
る
者
の
保
護
者
等
の
収
入
の
状
況
の
届
出
の
受
理

、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
十
三
条

条
例
別
表
第
一
の
十
一
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
国
立
又
は
公
立
の
高
等
学
校
等
（

特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
を
除
く
。
）
に
お
け
る
奨
学
の
た
め
の
給
付
金
の
支
給
の
申
請
の
受
理
、
そ

の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。



（
特
定
個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
等
）

第
十
四
条

条
例
別
表
第
二
の
一
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と
し
、
同

項
の
規
則
で
定
め
る
情
報
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
情
報
と

す
る
。

一

生
活
保
護
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
保
護
の
実
施
に
関
す
る
事
務

同
法
第
六

条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
保
護
者
に
準
ず
る
外
国
人
又
は
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
護
者
に
準

ず
る
者
で
あ
っ
た
外
国
人
（
以
下
「
外
国
人
要
保
護
者
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
次
に
掲
げ
る
情
報

イ

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
小
児
慢
性
特

定
疾
病
医
療
費
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
療
育
の
給
付
又
は
同
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の

障
害
児
入
所
給
付
費
の
支
給
に
関
す
る
情
報

ロ

児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
第
四
条
第
一
項
の
児
童
扶
養
手

当
の
支
給
に
関
す
る
情
報

ハ

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
十
三
条
第
一

項
、
第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
附
則
第
三
条
若
し
く
は

第
六
条
の
資
金
の
貸
付
け
又
は
同
法
第
三
十
一
条
（
同
法
第
三
十
一
条
の
十
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報

ニ

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
第
三

条
第
一
項
の
特
別
児
童
扶
養
手
当
、
同
法
第
十
七
条
の
障
害
児
福
祉
手
当
又
は
同
法
第
二
十
六
条

の
二
の
特
別
障
害
者
手
当
の
支
給
に
関
す
る
情
報

ホ

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定

配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く

は
第
三
項
の
支
援
給
付
又
は
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立

の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
附
則
第

四
条
第
一
項
の
支
援
給
付
の
支
給
の
実
施
に
関
す
る
情
報

ヘ

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
五
条
第

一
項
の
特
定
医
療
費
の
支
給
に
関
す
る
情
報

二

生
活
保
護
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
保
護
の
開
始
又
は
同
条
第
九
項
の
規
定

に
準
じ
て
行
う
保
護
の
変
更
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

外
国
人
要
保

護
者
等
に
係
る
前
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報

三

生
活
保
護
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
職
権
に
よ
る
保
護
の
開
始
又
は
同
条
第

二
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
職
権
に
よ
る
保
護
の
変
更
に
関
す
る
事
務

外
国
人
要
保
護
者
等
に
係

る
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報

四

生
活
保
護
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
保
護
の
停
止
又
は
廃
止
に
関
す
る
事
務

外
国

人
要
保
護
者
等
に
係
る
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報

五

生
活
保
護
法
第
六
十
三
条
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
保
護
に
要
す
る
費
用
の
返
還
に
関
す
る
事
務

外
国
人
要
保
護
者
等
に
係
る
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報

六

生
活
保
護
法
第
七
十
七
条
第
一
項
又
は
第
七
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
準
じ
て

行
う
徴
収
金
の
徴
収
（
同
法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
徴
収
金

の
徴
収
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
務

外
国
人
要
保
護
者
等
に
係
る
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ

る
情
報



第
十
五
条

条
例
別
表
第
二
の
二
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
徳
島
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度

条
例
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
掛
金
の
額
の
減
額
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に

関
す
る
事
務
と
し
、
同
表
の
二
の
項
の
規
則
で
定
め
る
情
報
は
、
当
該
申
請
を
行
う
者
に
係
る
生
活
保

護
法
第
十
九
条
第
一
項
の
保
護
の
実
施
、
同
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
保
護
の
開
始
若
し
く
は
同
条
第

九
項
の
保
護
の
変
更
、
同
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
職
権
に
よ
る
保
護
の
開
始
若
し
く
は
同
条
第
二
項

の
職
権
に
よ
る
保
護
の
変
更
又
は
同
法
第
二
十
六
条
の
保
護
の
停
止
若
し
く
は
廃
止
に
関
す
る
情
報
と

す
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
五
号

徳
島
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
を
定
め
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
を
定
め

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
を
定
め
る
規

則
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
の
表
七
の
項
中
「
第
二
条
第
二
項
の
表
四
十
八
の
項
２
」
を
「
第
二
条
第
二
項
の
表
四

十
六
の
項
２
」
に
改
め
、
同
表
八
の
項
中
「
第
二
条
第
二
項
の
表
七
十
二
の
項
６
」
を
「
第
二
条
第
二
項

の
表
七
十
の
項
６
」
に
改
め
、
同
表
九
の
項
中
「
第
二
条
第
二
項
の
表
八
十
の
項

」
を
「
第
二
条
第
二

19

項
の
表
七
十
八
の
項

」
に
改
め
、
同
表
十
の
項
中
「
第
二
条
第
二
項
の
表
八
十
三
の
項
９
」
を
「
第
二

19

条
第
二
項
の
表
八
十
一
の
項
９
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
六
号

徳
島
県
公
舎
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
公
舎
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
公
舎
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
徳
島
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
条
第
一
項
中
「
に
建
物
」
を
「
に
当
該
公
舎
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ

る
場
合
に
お
け
る
建
物
の
延
べ
床
面
積
の
算
定
に
つ
い
て
は
」
を
「
公
舎
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合
に
は
」
に
、
「
掲
げ
る
床
面
積
は
、
当
該
建
物
の
」
を
「
定
め
る
床
面
積
は
、
当
該
公
舎
の

貸
付
料
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

延
べ
床
面
積
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合
（
前
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

当
該
超

え
る
床
面
積
の
百
分
の
五
十
に
相
当
す
る
床
面
積

第
十
条
第
三
項
中
「
二
千
九
百
二
十
五
円
」
を
「
三
千
四
百
三
十
七
円
」
に
、
「
二
千
七
百
円
」
を
「

二
千
九
百
八
十
七
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
第
一
号
及
び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



一

徳
島
市
又
は
県
外
に
所
在
す
る
公
舎
（
第
三
号
に
掲
げ
る
公
舎
を
除
く
。
）
（
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
）

そ
の
一

木
造
公
舎

経
過
年
数

延
べ
床
面
積

五
年
未
満

五
年
以
上
十
年

十
年
以
上
十
五

十
五
年
以
上
二

二
十
年
以
上
二

二
十
五
年
以
上

三
十
年
以
上

未
満

年
未
満

十
年
未
満

十
五
年
未
満

三
十
年
未
満

五
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

三
八
六
円

三
五
一
円

二
六
八
円

二
〇
七
円

一
三
七
円

九
〇
円

七
八
円

五
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
七
十

四
八
三
円

四
三
九
円

三
四
五
円

二
六
八
円

一
七
二
円

一
二
二
円

八
三
円

平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

七
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
八
十
平

五
八
四
円

五
三
四
円

四
四
七
円

三
六
〇
円

二
四
五
円

一
七
五
円

一
〇
八
円

方
メ
ー
ト
ル
未
満

八
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
百
平
方

七
二
〇
円

六
六
〇
円

五
三
三
円

四
二
八
円

二
九
三
円

一
九
八
円

一
一
八
円

メ
ー
ト
ル
未
満

百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

八
七
八
円

八
〇
二
円

六
八
二
円

五
四
八
円

三
六
二
円

二
六
七
円

一
六
三
円

そ
の
二

木
造
公
舎
以
外
の
公
舎

経
過
年
数

延
べ
床
面
積

五
年
未
満

五
年
以
上

十
年
以
上

十
五
年
以

二
十
年
以

二
十
五
年

三
十
年
以

三
十
五
年

四
十
年
以

四
十
五
年

五
十
年
以

十
年
未
満

十
五
年
未

上
二
十
年

上
二
十
五

以
上
三
十

上
三
十
五

以
上
四
十

上
四
十
五

以
上
五
十

上

満

未
満

年
未
満

年
未
満

年
未
満

年
未
満

年
未
満

年
未
満



五
十
五
平
方
メ
ー

三
八
六
円

三
六
八
円

三
五
四
円

二
八
七
円

二
六
〇
円

二
三
五
円

二
一
一
円

一
八
九
円

一
六
七
円

一
四
七
円

一
三
二
円

ト
ル
未
満

五
十
五
平
方
メ
ー

ト
ル
以
上
七
十
平

四
八
三
円

四
六
一
円

四
四
四
円

三
六
一
円

三
二
六
円

二
九
五
円

二
六
六
円

二
三
八
円

二
一
二
円

一
八
七
円

一
七
四
円

方
メ
ー
ト
ル
未
満

七
十
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
八
十
平
方

五
八
四
円

五
五
八
円

五
三
八
円

四
三
九
円

四
〇
〇
円

三
六
三
円

三
二
八
円

二
九
四
円

二
六
二
円

二
三
二
円

二
一
八
円

メ
ー
ト
ル
未
満

八
十
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
百
平
方
メ

七
二
〇
円

六
八
九
円

六
六
五
円

五
四
三
円

四
九
三
円

四
四
八
円

四
〇
五
円

三
六
三
円

三
二
四
円

二
八
七
円

二
七
〇
円

ー
ト
ル
未
満

百
平
方
メ
ー
ト
ル

八
七
八
円

八
三
九
円

八
〇
九
円

六
六
〇
円

六
〇
一
円

五
四
五
円

四
九
三
円

四
四
三
円

三
九
四
円

三
五
〇
円

三
二
九
円

以
上

二

徳
島
市
又
は
県
外
に
所
在
す
る
公
舎
以
外
の
公
舎
（
次
号
に
掲
げ
る
公
舎
を
除
く
。
）
（
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
）

そ
の
一

木
造
公
舎

経
過
年
数

延
べ
床
面
積

五
年
未
満

五
年
以
上
十
年

十
年
以
上
十
五

十
五
年
以
上
二

二
十
年
以
上
二

二
十
五
年
以
上

三
十
年
以
上

未
満

年
未
満

十
年
未
満

十
五
年
未
満

三
十
年
未
満

五
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

三
七
一
円

二
六
九
円

一
九
三
円

一
四
九
円

九
八
円

六
五
円

五
六
円

五
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
七
十

四
六
五
円

三
三
八
円

二
四
八
円

一
九
三
円

一
二
三
円

八
七
円

六
〇
円

平
方
メ
ー
ト
ル
未
満



七
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
八
十
平

五
六
一
円

四
二
八
円

三
二
一
円

二
五
九
円

一
七
六
円

一
二
六
円

七
八
円

方
メ
ー
ト
ル
未
満

八
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
百
平
方

六
九
二
円

五
一
一
円

三
八
四
円

三
〇
八
円

二
一
一
円

一
四
二
円

八
五
円

メ
ー
ト
ル
未
満

百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

八
四
四
円

六
五
一
円

四
九
〇
円

三
九
四
円

二
六
〇
円

一
九
二
円

一
一
七
円

そ
の
二

木
造
公
舎
以
外
の
公
舎

経
過
年
数

延
べ
床
面
積

五
年
未
満

五
年
以
上

十
年
以
上

十
五
年
以

二
十
年
以

二
十
五
年

三
十
年
以

三
十
五
年

四
十
年
以

四
十
五
年

五
十
年
以

十
年
未
満

十
五
年
未

上
二
十
年

上
二
十
五

以
上
三
十

上
三
十
五

以
上
四
十

上
四
十
五

以
上
五
十

上

満

未
満

年
未
満

年
未
満

年
未
満

年
未
満

年
未
満

年
未
満

五
十
五
平
方
メ
ー

三
七
一
円

三
三
一
円

二
七
九
円

二
三
八
円

二
〇
七
円

一
八
三
円

一
六
三
円

一
四
九
円

一
三
七
円

一
二
九
円

九
四
円

ト
ル
未
満

五
十
五
平
方
メ
ー

ト
ル
以
上
七
十
平

四
六
五
円

四
一
六
円

三
五
四
円

三
〇
五
円

二
六
五
円

二
三
五
円

二
一
一
円

一
九
三
円

一
七
八
円

一
六
八
円

一
二
六
円

方
メ
ー
ト
ル
未
満

七
十
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
八
十
平
方

五
六
一
円

五
一
七
円

四
四
五
円

三
八
九
円

三
四
四
円

三
〇
九
円

二
八
二
円

二
六
〇
円

二
四
〇
円

二
一
〇
円

一
八
三
円

メ
ー
ト
ル
未
満

八
十
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
百
平
方
メ

六
九
二
円

六
一
七
円

五
三
〇
円

四
六
三
円

四
一
〇
円

三
六
九
円

三
三
七
円

三
一
二
円

二
九
一
円

二
五
九
円

二
二
一
円



ー
ト
ル
未
満

百
平
方
メ
ー
ト
ル

八
四
四
円

七
八
五
円

六
七
五
円

五
九
〇
円

五
二
三
円

四
七
一
円

四
三
〇
円

三
九
八
円

三
六
一
円

三
一
六
円

二
八
三
円

以
上



附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
七
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
（
平
成
十
年
徳
島
県
規
則
第
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
第
三
項
中
「
法
第
五
十
四
条
第
三
項
の
書
類
の
提
出
に
あ
っ
て
は
」
及
び
「
、
同
条
第
四

項
の
書
類
の
提
出
に
あ
っ
て
は
様
式
第
二
十
一
号
」
を
削
る
。

第
二
十
三
条
中
「
様
式
第
二
十
二
号
」
を
「
様
式
第
二
十
一
号
」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
四
号
の

中
「仮

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人

」
を
「特

例
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人

」

（裏）

に
改
め
る
。

様
式
第
十
五
号
中
「仮

認
定

」
を
「特

例
認
定

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
一
号
を
削
る
。

様
式
第
二
十
二
号
中
「仮

認
定

」
を
「特

例
認
定

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
二
十
一
号
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
八
号

徳
島
県
控
除
対
象
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
控
除
対
象
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

徳
島
県
控
除
対
象
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七

年
徳
島
県
規
則
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
第
十
二
条
第
五
項
」
を
「
第
十
二
条
第
四
項
」
に
、
「
並
び
に
」
を
「
及
び

」
に
改
め
、
「
及
び
第
四
項
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
同
条
第
五
項
」
を
「
同
条
第
四
項
」
に
改
め

、
「
及
び
第
四
項
」
を
削
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
第
七
号
中
「
（
そ
の
金
額
が
二
百
万
円
以
下
の
場
合
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同

条
第
四
項
を
削
る
。

第
三
十
条
第
一
項
中
「
（
様
式
第
七
号
）
」
を
「
（
様
式
第
六
号
）
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
第
二
項
中
「
（
様
式
第
八
号
）
」
を
「
（
様
式
第
七
号
）
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
中
「
（
様
式
第
九
号
）
」
を
「
（
様
式
第
八
号
）
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
（
様
式
第
十
号
）
」
を
「
（
様
式
第
九
号
）
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
中
「
様
式
第
十
一
号
」
を
「
様
式
第
十
号
」
に
改
め
る
。

様
式
第
六
号
を
削
り
、
様
式
第
七
号
を
様
式
第
六
号
と
し
、
様
式
第
八
号
か
ら
様
式
第
十
一
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
九
号

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平

成
十
九
年
徳
島
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
九
号
の

中
「
（都

道
府
県

」
を
「
（都

道
府
県

（都
道
府
県
が
単
独
で
又
は
他
の
地
方
公
共

（裏）

団
体
と
共
同
し
て
設
立
す
る
公
立
大
学
法
人
を
含
む

）
」
に
改
め
る
。

。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
十
号

徳
島
県
希
少
野
生
生
物
の
保
護
及
び
継
承
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
希
少
野
生
生
物
の
保
護
及
び
継
承
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
希
少
野
生
生
物
の
保
護
及
び
継
承
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
徳
島
県
規
則
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
四
号
ム
中
「
第
二
条
第
十
項
」
を
「
第
二
条
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
十
一
号

医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

医
療
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
規
則
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
及
び
第
五
条
の
十
三
」
を
「
、
第
五
条
の
十
三
及
び
第
五
条
の
十
五
」
に
改
め
、
「
第
五

章
」
の
下
に
「
及
び
第
六
章
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
十
二
号

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
一
年
徳
島
県
規
則
第
百
七
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
第
二
条
第
一
項
」
を
「
第
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
条
第

二
項
」
を
「
第
三
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
四
条
」
を
「
第
五
条
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
第
四
条

第
一
号
」
を
「
第
五
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
四
条
第
四
号
」
を
「
第
五
条
第
四
号
」

に
改
め
る
。

様
式
第
九
号
中
「第

２
条
第
２
項

」
を
「第

３
条
第
２
項

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
一
号
か
ら
様
式
第
二
十
三
号
ま
で
の
規
定
中
「第

４
条

」
を
「第

５
条

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
様
式
第
九
号
及
び
様
式
第
二
十
一
号
か
ら
様
式
第
二
十
三
号
ま
で
に
相
当
す
る
改
正
前
の

様
式
第
九
号
及
び
様
式
第
二
十
一
号
か
ら
様
式
第
二
十
三
号
ま
で
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要

の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
十
三
号

徳
島
県
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
五
年
徳
島
県
規
則
第
三
十
九
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
号
ロ
中
「
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
」
を
「
児
童
心
理
治
療
施
設
」
に
改
め
、
同
号
ト

中
「
又
は
専
任
」
を
「
、
専
任
」
に
、
「
の
業
務
」
を
「
、
就
労
支
援
員
又
は
被
保
護
者
就
労
支
援
員
の

業
務
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
中
「
包
括
的
支
援
事
業
」
の
下
に
「
（
同
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
二
項
第

四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
（
認
知
症
初
期
集
中
支
援
推
進
事
業
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
」

を
加
え
、
同
条
第
二
号
ホ
中
「
指
定
通
所
介
護
」
の
下
に
「
、
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
」
を
、
「
指

定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
」
の
下
に
「
、
第
一
号
通
所
事
業
」
を
、
「
指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護

」
の
下
に
「
、
第
一
号
訪
問
事
業
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
第
一
号
ロ
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十

九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
十
四
号

徳
島
県
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
九

年
徳
島
県
規
則
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
一
号
の
表
十
の
項
１
中
「
第
二
条
第
一
項
」
を
「
第
二
条
第
二
項
」
に
、
「
一
般
ガ
ス
事

業
」
を
「
ガ
ス
小
売
事
業
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
十
五
号

徳
島
県
林
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
林
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
林
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
（
平
成
十
五
年
徳
島
県
規
則
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
五
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

木
材
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
五
条
第
二

項
に
規
定
す
る
認
定
事
業
者
が
同
項
に
規
定
す
る
認
定
事
業
計
画
に
従
っ
て
同
法
第
四
条
第
一
項
に

規
定
す
る
木
材
生
産
流
通
改
善
施
設
を
整
備
す
る
の
に
必
要
な
資
金

十
二
年
以
内
（
三
年
以
内
の

据
置
期
間
を
含
む
。
）

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
十
六
号

徳
島
県
豊
か
な
森
林
を
守
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
豊
か
な
森
林
を
守
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
豊
か
な
森
林
を
守
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
徳
島
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
号
中
「
第
九
条
第
二
号
」
を
「
第
十
条
第
二
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
十
七
号

徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。平

成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
規
則
第
四
十
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
四
条
」
を
「
第
五
条
」
に
、
「
使
用
料
等
（
第
五
条
）
」
を
「
施
設
及
び
機
械
器
具
の
利

用
等
（
第
六
条
―
第
九
条
）
」
に
、
「
第
六
条
―
第
二
十
二
条
」
を
「
第
十
条
―
第
三
十
条
」
に
、
「
第

二
十
三
条
」
を
「
第
三
十
一
条
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
を
第
三
十
一
条
と
し
、
第
四
章
中
第
二
十
二
条
を
第
三
十
条
と
し
、
第
二
十
一
条
を
第
二

十
九
条
と
し
、
第
二
十
条
を
第
二
十
八
条
と
し
、
第
十
九
条
の
二
を
第
二
十
七
条
と
し
、
第
十
九
条
を
第

二
十
六
条
と
し
、
第
十
八
条
を
第
二
十
五
条
と
し
、
第
十
七
条
を
削
り
、
第
十
六
条
の
五
を
第
二
十
四
条

と
す
る
。

第
十
六
条
の
四
第
一
項
中
「
第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十

三
条
と
す
る
。

第
十
六
条
の
三
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。

第
十
六
条
の
二
中
「
第
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
一
条
と

す
る
。

第
十
六
条
を
第
二
十
条
と
し
、
第
十
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
を
四
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
八
条
」
を
「
第
十
二
条
」
に
、
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
九
条
第
一

項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

第
十
一
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
別
表
第
三
」
を
「
別
表
第
四
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
別
表
第
四
」
を
「
別

表
第
五
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
八
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
七
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
別
表
第
二
」
を
「
別
表
第
三
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
三
章
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
章

施
設
及
び
機
械
器
具
の
利
用
等

（
利
用
で
き
な
い
日
等
）

第
六
条

セ
ン
タ
ー
の
施
設
及
び
機
械
器
具
を
利
用
で
き
な
い
日
は
、
徳
島
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（

平
成
元
年
徳
島
県
条
例
第
三
号
）
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
徳
島
県
立
農

林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長
（
以
下
「
所
長
」
と
い
う
。
）
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

セ
ン
タ
ー
の
施
設
及
び
機
械
器
具
を
利
用
で
き
る
時
間
は
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る

。
た
だ
し
、
所
長
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
利
用
の
許
可
の
申
請
）

第
七
条

条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
利
用
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
利
用
許
可
申
請
書
（
様

式
第
二
号
の
二
）
を
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



（
試
験
、
分
析
又
は
成
績
書
の
再
交
付
の
依
頼
）

第
八
条

条
例
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
試
験
、
分
析
又
は
成
績
書
の
再
交
付
を
依
頼
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
依
頼
書
（
様
式
第
二
号
の
三
）
を
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
料
等
の
額
等
）

第
九
条

条
例
別
表
第
二
の
規
定
に
よ
り
規
則
で
定
め
る
使
用
料
の
額
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る

。
２

条
例
別
表
第
三
の
規
定
に
よ
り
規
則
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。

３

条
例
第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
使
用
料
等
の
還
付
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
施
設
及
び
機
械
器
具
の
使
用
料
等
還
付
申
請
書
（
様
式
第
二
号
の
四
）
を
所
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
使
用
料
（
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
条
例
第
七
条
の

利
用
の
許
可
の
申
請
の
際
に
、
条
例
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
手
数
料
は
試
験
、
分
析
又
は
成
績
書

の
再
交
付
の
依
頼
の
際
に
、
そ
れ
ぞ
れ
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
所
長
が
特
別
の
理
由

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５

別
表
第
一
に
規
定
す
る
農
業
関
係
機
械
器
具
使
用
料
は
、
所
長
が
指
定
す
る
日
ま
で
に
納
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章
中
第
四
条
を
第
五
条
と
す
る
。

第
三
条
の
二
中
「
第
五
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
六
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。

別
表
第
一
中
「
（
第
五
条
関
係
）
」
を
「
（
第
九
条
関
係
）
」
に
改
め
、
同
表
試
験
手
数
料
の
項
及
び

成
績
書
再
交
付
手
数
料
の
項
を
削
り
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

水
産
関
係
機
械
器

一

Ｐ
Ｈ
メ
ー
タ

一
台
一
時
間

三
八
〇
円

具
使
用
料

二

水
分
活
性
計

一
台
一
時
間

四
三
〇
円

三

倒
立
顕
微
鏡

一
台
一
時
間

三
二
〇
円

四

マ
イ
ク
ロ
ス
コ
ー
プ

一
台
一
時
間

一
、
七
二
〇
円

五

滅
菌
用
オ
ー
ト
ク
レ
ー
ブ

一
台
一
時
間

二
七
〇
円

六

真
空
包
装
機

一
台
一
時
間

二
五
〇
円

七

レ
ト
ル
ト
食
品
用
オ
ー
ト
ク
レ
ー

一
台
一
時
間

二
五
〇
円

ブ
八

ス
チ
ー
ム
コ
ン
ベ
ク
シ
ョ
ン
オ
ー

一
台
一
時
間

二
七
〇
円

ブ
ン

九

冷
風
乾
燥
機

一
台
一
時
間

九
二
〇
円

十

鮮
魚
脂
肪
率
測
定
装
置

一
台
一
時
間

一
一
〇
円

別
表
第
四
中
「
（
第
九
条
関
係
）
」
を
「
（
第
十
三
条
関
係
）
」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
五
と
す
る

。
別
表
第
三
中
「
（
第
九
条
関
係
）
」
を
「
（
第
十
三
条
関
係
）
」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
四
と
す
る

。
別
表
第
二
中
「
（
第
六
条
関
係
）
」
を
「
（
第
十
条
関
係
）
」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
三
と
す
る
。

別
表
第
一
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
二
（
第
九
条
関
係
）

区

分

単

位

金

額



試
験
手

木
材
の

一

木
材
実
大
強
度
試
験

一
件

一
二
、
八
五
〇
円

数
料

試
験

二

面
内
水
平
せ
ん
断
強
度
試
験

一
件

三
五
、
四
八
〇
円

三

万
能
試
験

一
件

一
〇
、
六
九
〇
円

四

引
っ
張
り
強
度
試
験

一
件

六
、
二
七
〇
円

五

吸
湿
性
能
試
験

一
件

一
四
、
八
一
〇
円

六

含
水
率
試
験

一
件

五
、
六
五
〇
円

七

接
着
接
合
剥
離
試
験

一
件

一
九
、
四
四
〇
円

八

そ
の
他
の
木
材
試
験

一
件

三
、
九
九
〇
円

水
産
加

食
品
の
殺
菌
試
験
（
レ
ト
ル
ト
を
使

一
件

六
、
一
〇
〇
円

工
の
試

用
す
る
場
合
に
限
る
。
）

験

分
析
手
数
料

一

水
素
イ
オ
ン
濃
度
の
測
定

一
件

六
一
〇
円

二

水
分
活
性
計
を
使
用
し
て
行
う
分

一
件

七
九
〇
円

析
三

食
塩
又
は
水
分
の
分
析

一
件
一
成
分

九
一
〇
円

四

ナ
ト
リ
ウ
ム
の
分
析

一
件

三
、
三
四
〇
円

五

た
ん
白
質
、
灰
分
又
は
脂
質
の
分

一
件
一
成
分

一
、
五
八
〇
円

析
六

一
般
生
菌
、
カ
ビ
又
は
酵
母
の
測

一
件
一
成
分

一
、
九
八
〇
円

定
七

大
腸
菌
群
の
測
定

一
件

一
、
八
七
〇
円

八

そ
の
他
の
細
菌
の
測
定

一
件
一
成
分

一
、
九
六
〇
円

様
式
第
一
号
の
二
中
「
（第

３
条
の
２
関
係

）
」
を
「
（第

４
条
関
係

）
」
に
、
「第

３
条
の
２

」
を

「第
４
条

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
号
中
「
（第

４
条
関
係

）
」
を
「
（第

５
条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
三
様

式
を
加
え
る
。



様式第２号の２（第７条関係）

利 用 許 可 申 請 書

年 月 日

徳島県立農林水産総合技術支援センター所長 殿

住 所

申請者

氏 名 ○印

法人その他の団体にあっては，

主たる事務所の所在地及び名称

並びに代表者の氏名

電 話

次のとおり利用の許可を受けたいので，徳島県立農林水産総合技術支援センター管理規

則第７条の規定により申請します。

利用の目的
利用予定

人
人 員

利用しようと
する施設又は 利 用 の 日 時 ※使用料の額
機械器具

年 月 日（ ） 時 分～ 時 分 円

年 月 日（ ） 時 分～ 時 分 円

年 月 日（ ） 時 分～ 時 分 円

年 月 日（ ） 時 分～ 時 分 円

計 円

※備 考

注 ※印の欄には，記入しないこと。



様式第２号の３（第８条関係）

依 頼 書

年 月 日

徳島県立農林水産総合技術支援センター所長 殿

住 所

依頼者

氏 名 ○印

法人その他の団体にあっては，

主たる事務所の所在地及び名称

並びに代表者の氏名

電 話

次のとおり依頼します。

品 名

依 頼 の 内 容

※手数料の額

区 分 数 量

円

円

円

円

計 円

※備 考

注 １ 「依頼の内容」の「区分」欄は，徳島県立農林水産総合技術支援センター管理規

則（以下「規則」という。）別表第２区分の欄に規定する試験若しくは分析又は成績

書の再交付のうち依頼するものを記入すること。

２ 「依頼の内容」の「数量」欄は，試験及び分析にあっては規則別表第２単位の欄

に規定する単位により，成績書の再交付にあっては通数により依頼する数量を記入

すること。

３ ※印の欄には，記入しないこと。



様式第２号の４（第９条関係）

施設及び機械器具の使用料等還付申請書

年 月 日

徳島県立農林水産総合技術支援センター所長 殿

住 所

申請者

氏 名 ○印

法人その他の団体にあっては，

主たる事務所の所在地及び名称

並びに代表者の氏名

電 話

施設及び機械器具の使用料等の還付を受けたいので，徳島県立農林水産総合技術支援セ

ンター管理規則第９条第３項の規定により申請します。

利用又は依頼の内容

還付を受けようと

す る 具 体 的 理 由



様
式
第
三
号
中
「
（第

１
４
条
関
係

）
」
を
「
（第

１
８
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

様
式
第
四
号
か
ら
様
式
第
六
号
ま
で
の
規
定
中
「
（第

１
６
条
関
係

）
」
を
「
（第

２
０
条
関
係

）
」

に
改
め
る
。

様
式
第
七
号
か
ら
様
式
第
九
号
ま
で
の
規
定
中
「
（第

１
６
条
の
３
関
係

）
」
を
「
（第

２
２
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
号
中
「
（第

１
６
条
の
５
関
係

）
」
を
「
（第

２
４
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
一
号
及
び
様
式
第
十
二
号
中
「
（第

２
０
条
関
係

）
」
を
「
（第

２
８
条
関
係

）
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
十
八
号

徳
島
県
営
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
営
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
営
住
宅
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
徳
島
県
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
添
付
書
類
の
省
略
）

第
二
十
条

こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
申
込
書
等
に
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て

、
知
事
が
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含

む
特
定
個
人
情
報
（
同
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
特
定
個
人
情
報
を
い
う
。
）
の
提
供
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
内
容
が
記
載
さ
れ
た
書
類
は
、
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
十
九
号

徳
島
県
治
水
及
び
利
水
等
流
域
に
お
け
る
水
管
理
条
例
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
治
水
及
び
利
水
等
流
域
に
お
け
る
水
管
理
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
徳
島
県
治
水
及
び
利
水
等
流
域
に
お
け
る
水
管
理
条
例
（
平
成
二
十
八
年
徳
島

県
条
例
第
七
十
二
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。

（
用
語
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）

、
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和

二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
及
び
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
流
域
水
管
理
計
画
を
定
め
る
流
域
）

第
三
条

条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
流
域
は
、
治
水
及
び
利
水
を
は
じ
め
と
す
る
流
域
に
お

け
る
水
管
理
に
関
す
る
著
し
い
課
題
が
発
生
し
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
知
事
が
認
め
る
流
域
と

す
る
。

（
開
発
行
為
）

第
四
条

条
例
第
十
九
条
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
（
都
市
計
画
法

（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
街
化
区
域
に
あ
っ
て
は
、
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
）
の
土
地
の
形
質
を
変
更
す
る
行
為
（
非
常
災
害
の
た
め
必
要
な
応
急
措
置
と
し
て
行

う
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
認
定
を
要
し
な
い
建
築
物
）

第
五
条

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
建
築
物
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る

。一

建
築
基
準
法
第
八
十
五
条
第
五
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
仮
設
建
築
物

二

増
築
又
は
改
築
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
に
居
室
を

有
し
な
い
建
築
物

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
や
む
を
得
な
い

と
知
事
が
特
に
認
め
た
建
築
物

（
児
童
福
祉
施
設
等
）

第
六
条

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

二

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
認
知
症
対
応
型

共
同
生
活
介
護
の
用
に
供
す
る
施
設

三

介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設

四

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
援
助
の
用
に
供
す
る
施
設

（
認
定
の
申
請
）



第
七
条

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
十
六
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
建
築
主
は
、

河
川
等
出
水
警
戒
区
域
建
築
認
定
（
変
更
認
定
）
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
の
正
本
及
び
副
本
に
、
そ

れ
ぞ
れ
次
項
に
規
定
す
る
図
書
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

条
例
第
二
十
三
条
第
三
項
（
条
例
第
二
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

則
で
定
め
る
図
書
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
図
書
と
す
る
。

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

付
近
見
取
図

方
位
、
道
路
及
び
目
標
と
な
る
地
物

配
置
図

縮
尺
及
び
方
位

敷
地
の
境
界
線
及
び
面
積
、
敷
地
内
に
お
け
る
建
築
物
の
位
置
及
び
用
途

並
び
に
申
請
に
係
る
建
築
物
と
他
の
建
築
物
と
の
別

擁
壁
の
設
置
そ
の
他
安
全
上
適
当
な
措
置

土
地
の
高
低
、
敷
地
と
敷
地
の
接
す
る
道
の
境
界
部
分
と
の
高
低
差
及
び

当
該
境
界
部
分
の
高
さ
、
申
請
に
係
る
建
築
物
の
各
部
分
の
高
さ
、
当
該

建
築
物
が
周
囲
の
地
面
と
接
す
る
位
置
の
う
ち
最
も
低
い
位
置
、
地
盤
面

の
高
さ
並
び
に
敷
地
の
想
定
浸
水
位

河
川
等
出
水
警
戒
区
域
の
境
界
線
（
敷
地
の
一
部
が
河
川
等
出
水
警
戒
区

域
に
含
ま
れ
る
場
合
に
限
る
。
）

各
階
平
面
図

縮
尺
及
び
方
位

間
取
、
各
室
の
用
途
及
び
床
面
積

主
要
構
造
部
で
あ
る
部
材
の
位
置
、
寸
法
及
び
材
料
の
種
別

床
面
が
最
も
低
い
居
室
の
位
置
及
び
床
面
の
高
さ

二
面
以
上
の
立
面
図

縮
尺

開
口
部
の
位
置

二
面
以
上
の
断
面
図

縮
尺

地
盤
面
及
び
そ
の
高
さ
並
び
に
想
定
浸
水
位



各
階
の
床
面
の
高
さ
及
び
建
築
物
の
各
部
分
の
高
さ

地
盤
面
算
定
表

地
盤
面
の
高
さ
及
び
敷
地
と
敷
地
の
接
す
る
道
の
境
界
部
分
の
高
さ
を
算

定
す
る
た
め
の
算
式

条
例
第
二
十
四
条
第

次
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
建
築
物
に
該
当
す
る
こ
と
を
確
認
す
る

三
号
（
条
例
第
二
十

た
め
に
必
要
な
事
項

六
条
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
以
下
同
じ
。

）
の
規
定
に
適
合
す

る
こ
と
の
確
認
に
必

要
な
図
書

３

条
例
第
二
十
三
条
第
三
項
第
七
号
（
条
例
第
二
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

設
計
者
、
工
事
監
理
者
及
び
工
事
施
工
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

建
築
物
の
敷
地
面
積

三

工
事
の
種
別
、
着
手
予
定
年
月
日
及
び
完
了
予
定
年
月
日

四

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

４

第
一
項
の
申
請
書
及
び
第
二
項
の
図
書
に
記
載
す
る
高
さ
及
び
想
定
浸
水
位
は
、
河
川
等
出
水
警
戒

区
域
に
知
事
が
設
置
す
る
基
準
点
を
基
準
と
し
て
算
定
し
、
東
京
湾
平
均
海
面
か
ら
の
高
さ
に
よ
り
表

記
す
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
の
基
準
）

第
八
条

条
例
第
二
十
四
条
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
建
築
物
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

建
築
物
が
水
を
遮
蔽
す
る
擁
壁
、
盛
土
そ
の
他
の
構
造
物
で
囲
ま
れ
る
な
ど
、
居
室
が
浸
水
し
な

い
構
造
で
あ
る
建
築
物

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
十
分
に
安
全
性
が

確
保
で
き
る
と
知
事
が
特
に
認
め
た
建
築
物

（
認
定
証
の
交
付
）

第
九
条

条
例
第
二
十
五
条
第
二
項
（
条
例
第
二
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
認
定
証
の
交
付
は
、
河
川
等
出
水
警
戒
区
域
建
築
認
定
証
（
様
式
第
二
号
）
に
、
第
七

条
第
一
項
の
申
請
書
の
副
本
及
び
そ
の
添
付
図
書
を
添
え
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
軽
微
な
変
更
）

第
十
条

条
例
第
二
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の

変
更
で
あ
っ
て
、
変
更
後
も
建
築
物
の
計
画
が
条
例
第
二
十
四
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と

が
明
ら
か
な
も
の
と
す
る
。

一

建
築
主
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名



二

設
計
者
、
工
事
監
理
者
又
は
工
事
施
工
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

そ
の
代
表
者
の
氏
名

三

建
築
物
の
敷
地
面
積

四

建
築
物
の
敷
地
の
想
定
浸
水
位
以
上
に
あ
る
居
室
の
位
置
又
は
床
面
の
高
さ
（
変
更
後
も
居
室
の

床
面
の
高
さ
が
建
築
物
の
敷
地
の
想
定
浸
水
位
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

五

工
事
の
着
手
予
定
年
月
日
又
は
完
了
予
定
年
月
日

（
変
更
の
届
出
）

第
十
一
条

条
例
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
変
更
後
の
建
築
物
が
条
例
第
二
十
三
条

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
用
途
に
供
す
る
建
築
物
以
外
の
も
の
と
な
る
場
合
に
あ
っ
て
は
非
該
当
用
途
変

更
届
出
書
（
様
式
第
三
号
）
に
よ
り
、
前
条
に
規
定
す
る
軽
微
な
変
更
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
軽
微

変
更
届
出
書
（
様
式
第
四
号
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
水
サ
ポ
ー
ト
団
体
の
認
定
の
申
請
）

第
十
二
条

条
例
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
利
水
サ
ポ
ー
ト
団
体
認
定
申
請
書
（
様

式
第
五
号
）
に
、
知
事
が
別
に
定
め
る
書
類
を
添
え
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
前
渇
水
行
動
計
画
の
対
象
と
す
る
ダ
ム
）

第
十
三
条

条
例
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
ダ
ム
は
、
早
明
浦
ダ
ム
、
長
安
口
ダ
ム
そ
の
他

深
刻
な
渇
水
が
頻
繁
に
発
生
し
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
り
、
当
該
ダ
ム
の
貯
水
率
に
応
じ
た
対
策
等

が
必
要
で
あ
る
と
知
事
が
認
め
る
ダ
ム
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



様式第１号（第７条関係）

河川等出水警戒区域建築認定（変更認定）申請書
年 月 日

徳島県知事 殿
住所

申請者
氏名 ○印

法人にあっては，主たる事務所の所
在地及び名称並びに代表者の氏名

徳島県治水及び利水等流域における水管理条例第２３条第１項（第２６条第１項）の規定に
より，河川等出水警戒区域における建築物の建築に係る認定（変更認定）を受けたいので，次
のとおり申請します。

工 事 の 種 別 □新築 □増築 □改築 □その他（ ）

敷地の位置及び面積 （ ｍ２）

建 地 盤 面 の 高 さ Ｔ.Ｐ.＋ ｍ 敷地の想定浸水位 Ｔ.Ｐ.＋ ｍ
築
し 構 造
よ
う 用 途
と
す 居 室 の 位 置 居室の床面の高さ Ｔ.Ｐ.＋ ｍ
る
建 工 事 予 定 年 月 日 着手 年 月 日 完了 年 月 日
築
物 設計者の住所及び氏名

工事監理者の住所及び氏名

工事施工者の住所及び氏名

そ の 他

認定の年月日及び指令番号 年 月 日 徳島県指令 第 号

※備 考

注意事項
１ 「敷地の位置及び面積」欄の「敷地の位置」には，地名地番を記入すること。
２ 「地盤面の高さ」欄には，建築物が周囲の地面と接する位置のうち最も低い位置の高さを記
入すること。

３ 「居室の位置」欄には，床面が最も低い居室の位置を記入すること。なお，当該位置を添付
図書等で明示する場合には，その旨を記入すること。

４ 「居室の床面の高さ」欄には，床面が最も低い居室の床面の高さを記入すること。
５ 「地盤面の高さ」，「敷地の想定浸水位」及び「居室の床面の高さ」欄には，東京湾平均海
面（Ｔ．Ｐ．）からの高さを記入すること。

６ 「設計者の住所及び氏名」，「工事監理者の住所及び氏名」及び「工事施工者の住所及び氏
名」欄には，法人にあっては，主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名を記入する
こと。

７ 「その他」欄には，徳島県治水及び利水等流域における水管理条例施行規則第８条各号のい
ずれかに掲げる建築物に該当する旨の説明等を記入すること。

８ 変更認定申請の場合には，変更する事項のみを記入するとともに，現在認定を受けている内
容を括弧書きで併記すること。また，「その他」欄に変更理由を記入すること。

９ 「認定の年月日及び指令番号」欄には，変更認定申請の場合に，現に受けている認定の年月
日及び指令番号を記入すること。

１０ ※印の欄には，記入しないこと。
１１ 不要の文字は抹消するとともに，該当する□にレ印を記入すること。



様式第２号（第９条関係）

徳島県指令 第 号

河川等出水警戒区域建築認定証

年 月 日付けで申請のありました河川等出水警戒区域における建築物の建築に
ついては，徳島県治水及び利水等流域における水管理条例第２３条第１項（第２６条第１項）の
規定により，次のとおり認定します。

年 月 日

徳島県知事 印

住 所
申 請 者

氏 名

工 事 の 種 別

建 敷地の位置及び面積 （ ｍ２）
築
し 地 盤 面 の 高 さ Ｔ.Ｐ.＋ ｍ 敷地の想定浸水位 Ｔ.Ｐ.＋ ｍ
よ
う 構 造
と
す 用 途
る
建 居 室 の 位 置 居室の床面の高さ Ｔ.Ｐ.＋ ｍ
築
物 工 事 予 定 年 月 日 着手 年 月 日 完了 年 月 日

設計者の住所及び氏名

工事監理者の住所及び氏名

工事施工者の住所及び氏名

そ の 他

認 定 条 件

この処分に不服があるときは，この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に
徳島県知事に対して審査請求をすることができます。
また，この処分の取消しの訴えは，この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以
内に，徳島県を被告として（徳島県知事が被告の代表者となります。）提起することができます。た
だし，この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に審査請求をした場合には，
処分の取消しの訴えは，その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か
月以内に提起することができます。



様式第３号（第１１条関係）

非該当用途変更届出書

年 月 日

徳島県知事 殿

住所

届出者

氏名 ○印

法人にあっては，主たる事務所の所

在地及び名称並びに代表者の氏名

徳島県治水及び利水等流域における水管理条例第２３条第１項の認定を受けた建築物につい

て，同項各号に掲げる用途に供する建築物以外の建築物としたので，同条例第２６条第２項の

規定により，次のとおり届け出ます。

認定の年月日及び指令番号 年 月 日 徳島県指令 第 号

建築物の敷地の位置

工 事 予 定 年 月 日 着手 年 月 日 完了 年 月 日

用

途 変 更 前

変

更

の

内 変 更 後

容

変 更 理 由

注意事項 「建築物の敷地の位置」欄には，地名地番を記入すること。



様式第４号（第１１条関係）

軽微変更届出書

年 月 日

徳島県知事 殿

住所

届出者

氏名 ○印

法人にあっては，主たる事務所の所

在地及び名称並びに代表者の氏名

徳島県治水及び利水等流域における水管理条例第２３条第１項の認定を受けた建築物につい

て，軽微な変更をしたので，同条例第２６条第２項の規定により，次のとおり届け出ます。

認定の年月日及び指令番号 年 月 日 徳島県指令 第 号

建築物の敷地の位置

変 更 項 目

変 変 更 前

更

の

内

容 変 更 後

変 更 理 由

注意事項

１ 「建築物の敷地の位置」欄には，地名地番を記入すること。

２ 建築物の居室の位置又は床面の高さを変更する場合には，徳島県治水及び利水等流域におけ

る水管理条例施行規則第７条第２項に掲げる図書のうち当該変更に係るものを１部添付するこ

と。



様式第５号（第１２条関係）

利水サポート団体認定申請書

年 月 日

徳島県知事 殿

主たる事務所の所在地

申請者 法人等の名称

代表者の氏名 ○印

利水サポート団体としての認定を受けたいので，徳島県治水及び利水等流域における水管理

条例第４２条第２項の規定により，次のとおり申請します。

活 動 内 容

備 考

注意事項

１ 申請者の代表者の氏名を自署する場合は，押印を省略することができる。

２ 「活動内容」欄には，利水に関して実施を予定している活動の内容を具体的に記入し，内容

に関する資料があれば添付すること。

３ 「備考」欄には，予定している利水に関する活動に必要な器具，資材又は設備の保有状況を

記入すること。また，これまで利水に関する活動の実績がある場合は，その内容を記入するこ

と。



徳
島
県
規
則
第
二
十
号

徳
島
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
徳
島
県
規
則
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
四
十
五
条
第
四
項
」
を
「
第
四
十
五
条
第
三
項
」
に
改
め

る
。第

二
十
四
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
を
削
り
、
第
二
十
八
条
を
第
二
十
四
条
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
二
十
一
号

徳
島
県
奨
学
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
奨
学
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
奨
学
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
徳
島
県
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
中
「
又
は
国
立
大
学
法
人
」
を
「
（
公
立
大
学
法
人
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
国
立
大
学
法

人
」
に
改
め
、
同
表
備
考
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
を
第
二
項
と
し

、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

１

「
公
立
大
学
法
人
」
と
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六

十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
を
い
う
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
訓
令
第
一
号

庁

中

一

般

各

本

庁

構

成

機

関

東

部

各

局

各

総

合

県

民

局

徳
島
県
工
事
検
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
工
事
検
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

徳
島
県
工
事
検
査
規
程
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
訓
令
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
三
号
中
「印
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


